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(57)【要約】
【課題】微細な砥粒を用いる仕上げ研磨において、結晶
材料から成る被研磨物をスクラッチ、加工歪又は段差を
生じることなく、効率よく研磨できる金属研磨盤、その
製造方法及び研磨方法を提供することを目的とする。
【解決手段】研磨盤面に互いに平行に形成された螺旋状
又は同心円状の第１のＶ字溝及び第２のＶ字溝と、前記
第１のＶ字溝と前記第２のＶ字溝との間に画成された研
磨面と、を含み、前記第１のＶ字溝の縦断面の面積が前
記第２のＶ字溝の縦断面の面積より大きく、前記第１の
Ｖ字溝同士の間のピッチと前記第２のＶ字溝同士の間の
ピッチが等しく、前記研磨面の表面粗さＲａは０．０５
μｍないし２μｍの範囲にあり、前記研磨面の幅は２０
μｍないし１２０μｍの範囲にある金属研磨盤が提供さ
れる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　結晶材料から成る被研磨物を研磨するための金属研磨盤であって、
　研磨盤面に互いに平行に形成された螺旋状又は同心円状の第１のＶ字溝及び第２のＶ字
溝と、
　前記第１のＶ字溝と前記第２のＶ字溝との間に画成された研磨面と、
を含み、
　前記第１のＶ字溝の縦断面の面積が前記第２のＶ字溝の縦断面の面積より大きく、
　前記第１のＶ字溝同士の間のピッチと前記第２のＶ字溝同士の間のピッチが等しく、
　前記研磨面の表面粗さＲａは０．０５μｍないし２μｍの範囲にあり、
　前記研磨面の幅は２０μｍないし１２０μｍの範囲にある、
ことを特徴とする金属研磨盤。
【請求項２】
　請求項１に記載の金属研磨盤であって、さらに前記研磨面が螺旋状又は同心円状の複数
の微細溝及び微細条痕から成る、ことを特徴とする金属研磨盤。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の金属研磨盤であって、さらに前記第１のＶ字溝の深さが０．５
ｍｍないし２ｍｍの範囲にあり、前記第２のＶ字溝の深さが０．０１ｍｍないし０．０５
ｍｍの範囲にある、ことを特徴とする金属研磨盤。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の金属研磨盤であって、さらに前記第１のＶ字溝の
開口角度が３０度ないし９０度の範囲にあり、前記第２のＶ字溝の開口角度が２０度ない
し９０度の範囲にある、ことを特徴とする金属研磨盤。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれかに記載の金属研磨盤であって、さらに前記第１のＶ字溝同
士の間のピッチ及び前記第２のＶ字溝同士の間のピッチが１ｍｍないし５ｍｍの範囲にあ
る、ことを特徴とする金属研磨盤。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれかに記載の金属研磨盤であって、さらに該研磨盤が錫、鉛、
銅、純鉄又はこれらを主成分とした合金から成る、ことを特徴とする金属研磨盤。
【請求項７】
　結晶材料から成る被研磨物を研磨するための金属研磨盤の製造方法であって、
　金属定盤に第１の加工手段を押圧し該金属定盤を回転させ定盤面に回転軸を中心とする
螺旋状又は同心円状の微細溝を形成し該定盤面の表面粗さＲａを０．０５μｍないし２μ
ｍの範囲に加工する工程と、
　前記金属定盤に第２の加工手段を押圧し該金属定盤を回転させ前記定盤面に前記回転軸
を中心とする螺旋状又は同心円状の第１のＶ字溝を形成し前記定盤面の前記第１のＶ字溝
同士の間にランド部を画成する工程と、
　前記金属定盤の前記ランド部に第３の加工手段を押圧し該金属定盤を回転させ前記第１
のＶ字溝と平行な螺旋状又は同心円状の第２のＶ字溝であって、該第２のＶ字溝同士の間
のピッチが前記第１のＶ字溝同士の間のピッチに等しく縦断面の面積が前記第１のＶ字溝
と異なる、ところの第２のＶ字溝を形成する工程と、
を含み、
　前記第１のＶ字溝と前記第２のＶ字溝との間に研磨面が画成され、
　前記研磨面の所定の幅は２０μｍ～１２０μｍの範囲にある、
ことを特徴とする金属研磨盤の製造方法。
【請求項８】
　研磨盤面に互いに平行に形成された螺旋状又は同心円状の第１のＶ字溝及び第２のＶ字
溝と、前記第１のＶ字溝と前記第２の溝との間に画成された研磨面を含む金属研磨盤及び
研磨液を使用して結晶材料から成る被研磨物を研磨する方法であって、



(3) JP 2012-166326 A 2012.9.6

10

20

30

40

50

　前記金属研磨盤及び保持部材に保持された前記被研磨物を各々回転させる工程と、
　回転する前記金属研磨盤に、平均粒径が０．１μｍ以下の研磨砥粒及び分散媒から成る
研磨液を供給しながら、前記保持部材の上から研磨荷重を加え前記被研磨物の被研磨面を
押し当てる工程と、
を含み、
　前記第１のＶ字溝の縦断面積が前記第２のＶ字溝の縦断面積より大きく、
　前記第１のＶ字溝同士の間のピッチと前記第２のＶ字溝同士の間のピッチが等しく、前
記研磨面の表面粗さＲａが０．０５μｍないし２μｍの範囲にある、
研磨方法。
【請求項９】
　請求項８に記載の研磨方法であって、前記分散媒が油性分散媒である、研磨方法。
【請求項１０】
　請求項８又は９に記載の研磨方法であって、前記研磨面の幅が２０μｍないし１２０μ
ｍの範囲にある、研磨方法。
【請求項１１】
　請求項８ないし１０のいずれかに記載の研磨方法であって、前記研磨面に対する前記研
磨荷重が１００ｋｇ／ｃｍ２以上、２０００ｋｇ／ｃｍ２以下である、研磨方法。
【請求項１２】
　請求項８ないし１１のいずれかに記載の研磨方法であって、前記研磨砥粒が平均粒径５
０ｎｍ以下のダイヤモンド砥粒である、研磨方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウェーハ、ＬＥＤ基板、液晶プロジェクター用透明基板、又は磁気ヘ
ッド用基板等に使用される結晶材料、例えば単結晶材料、複合材料又はセラミックス材料
から成る被研磨物の研磨に関し、特に結晶材料に形成される電子デバイス素子の性能が高
度に発揮されるよう被研磨物を平坦且つ平滑に研磨するために研磨砥粒を含む研磨液とと
もに使用される研磨盤とその製造方法、および研磨方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、半導体デバイスや機能素子を形成するための様々な結晶基板は、（ｉ）単結晶
インゴット・溶融ブロックの素材、又は焼結・ホットプレス等の方法で素材を得て、（ｉ
ｉ）得られた素材を薄片に切断し、（ｉｉｉ）切断した薄片を所定の厚さまで研削し、（
ｉｖ）鏡面となるまで研磨し、（ｖ）基板表面に用途に応じた成膜を行う工程を経て製造
される。
【０００３】
　鏡面となるまで研磨する工程では、大きい砥粒を用いた粗研磨から超微細砥粒を用いた
仕上げ研磨へと順次複数の研磨が行われる。各々の研磨において被研磨物がワークホルダ
ーに固定され、樹脂製又は金属製の研磨盤に押圧され、ワークホルダーと研磨盤とを各々
回転させながら遊離砥粒を含む又は含まない、水性又は油性のスラリーを供給することに
よって機械的又は／及び化学的に研磨される。
【０００４】
　従来、硬脆材料の研磨加工には、研磨傷が入らないようにするために研磨盤として弾性
のある樹脂から成る研磨布を貼付した定盤及び研磨砥粒としてコロイダルシリカ等の微細
粒子を使用することが提案されている（特許文献１：特開２００１－３４２４５５公報）
。
【０００５】
　また、シリコンＳｉ、窒化ガリウムＧａＮ又は炭化珪素ＳｉＣ等の結晶材料から成る半
導体ウェーハの仕上げ研磨には、研磨液に酸化性を加え、化学的作用を併用した化学機械
研磨（ＣＭＰ）を行うことが提案されている（特許文献２：特開２００８－６８３９０公
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報、特許文献３：特開２００８－１６６３２９公報）。これらによって、研磨速度を促進
しながら研磨傷のない表面仕上げができるとされている。
【０００６】
　また、従来、ハードディスク装置に使用される薄膜磁気ヘッドのような複合材料からな
る被研磨物の研磨には、螺旋状または同心円状の溝付きの金属定盤を用いることが提案さ
れている。薄膜磁気ヘッドは、金属磁性材料から成る記録再生素子を酸化アルミニウム層
で挟みアルミナチタンカーバイドＡｌ２Ｏ３－ＴｉＣのスライダーと組み合せた組立体で
あるため、その被研磨面である端面は軟質材料と硬質材料が積層されて成るものである。
このような複合材料から成る端面の研磨仕上げには、弾性のある樹脂製研磨盤では研磨盤
の撓みのために平坦且つ平滑な研磨ができないことから、撓みの影響を受けない金属製の
研磨盤が使用される。
【０００７】
　この金属研磨盤を、遊離砥粒を含む研磨液とともに使用した場合、端面を構成する材料
の硬度の違いにより研磨される速度が異なり平坦な研磨ができないことに鑑みて、錫（Ｓ
ｎ）等の軟質金属から成る定盤の被研磨面が押圧される表面に固定砥粒を埋め込んで使用
することが提案されている（特許文献４：特開平６－１７９１５５号公報、特許文献６：
特開２００１－５６９２０公報）。また、遊離砥粒を使用する場合には、端面の硬度の違
いに応じて所定の方向から遊離砥粒を供給することが提案されている（特許文献５：特開
平１１－３１３０４号公報）。これらによって、複合材料から成る被研磨物の研磨におい
ても平坦且つ平滑な研磨ができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００１－３４２４５５公報
【特許文献２】特開２００８－６８３９０公報
【特許文献３】特開２００８－１６６３２９公報
【特許文献４】特開平６－１７９１５５号公報
【特許文献５】特開平１１－３１３０４号公報
【特許文献６】特開２００１－５６９２０公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　弾性のある樹脂材料から成る研磨盤を使用して研磨した場合、その弾性のためにウェー
ハの端面付近にうねりを生じ、又は異相結晶材料や複合材料から成る被研磨物のように硬
度の異なる部分があると硬度の低い部分に凹みを生じ、平坦且つ平滑な研磨ができないと
いう問題があった。
【００１０】
　また、シリコンウェーハのように面積の広い被研磨物を研磨する場合、研磨液がウェー
ハ面と研磨盤との接触面全体に供給され難いため均一な研磨ができない。研磨液が接触面
全体に均一に行き渡るようにするために樹脂材料からなる研磨盤の表面に螺旋、同心円又
は格子状の溝を形成しても、研磨速度を向上させるため接触面の幅を狭めて単位面積当た
りの研磨荷重を増加させると材料強度の弱さのために接触面に撓みが生じることから、大
きな荷重を加えることができず、樹脂材料からなる研磨盤では十分な研磨速度が得られな
いという問題があった。
【００１１】
　金属研磨盤を使用して研磨する場合、その金属研磨盤に研磨条件に応じた幅やピッチ（
溝同士の間隔）を有する螺旋又は同心円の溝や固定砥粒を埋め込んだ表面（被研磨面と接
触する面）が形成されたが、固定砥粒を埋め込んだ定盤では研磨するうちに砥粒が脱粒し
て研磨速度が低下し、スクラッチ及び不均一な研磨の原因になり、研磨盤の寿命が短いと
いう問題があった。高精度な仕上げ研磨のために平均粒径０．１μｍ以下の微細な砥粒を
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使用しようとすると、このような微細な砥粒を定盤の表面に十分に埋め込むことが困難で
あるため、上記問題は顕著であった。
【００１２】
　従来の溝を有する金属研磨盤を平均粒径０．１μｍ以下の研磨砥粒を含む研磨液ととも
に使用すると、その研磨盤面の溝や研磨面の構成が最適化されていないために、研磨盤と
被研磨物の接触面でハイドロプレーニング現象（研磨液の膜ができてスリップすること）
が起こり、十分な研磨速度が得られなかった。被研磨物がハイドロプレーニング現象によ
り浮上しないよう研磨液の供給量を少なくすると、金属研磨盤の弾性は樹脂製の研磨盤と
比較して極めて低いため、幅の広い接触面に対し砥粒の供給が十分に行われず、研磨盤と
被研磨物との対向面で吸着が生じて研磨できず、研磨盤や被研磨物が破損するという問題
があった。
【００１３】
　吸着の問題は、研磨液に潤滑性の油性分散媒を使用することによって多少は改善された
が、従来の溝を有する金属研磨盤を使用した研磨において、単位面積当たりに加えること
ができる荷重は概して５００ｇ/ｃｍ２～２０００ｇ/ｃｍ２程度が限度であった。十分な
荷重を加えることができない結果ハイドロプレーニング現象の発生を防止することができ
ず、研磨効率が急激に低下した。
【００１４】
　被研磨物の浮上を低減するために研磨盤の回転数を低くすれば接触面への研磨液の供給
が悪くなり、結晶基板が研磨盤の接触面に吸着して双方に傷を付ける結果となった。溝付
き研磨盤の被研磨物との接触面を狭くして接触抵抗を低くしても、従来のような溝では研
磨効率を促進しながら結晶基板を平坦且つ平滑に研磨することができなかった。
【００１５】
　本発明は、上記の問題に鑑み、次世代半導体やＬＥＤ、液晶プロジェクター等に使用さ
れる硬質の単結晶基板（ＧａＮ、ＳｉＣ、サファイヤ等）やスピネル型結晶、ガーネット
型結晶（例えばマグネシア―アルミナＭｇＯ－Ａｌ２Ｏ３スピネル、希土類酸化物ガーネ
ット）等の複合セラミックス材料又は磁気ハードディスク装置に使用される薄膜磁気ヘッ
ドのように硬度の異なる複合材料から成る被研磨物の仕上げ研磨において、被研磨物にス
クラッチ、表面欠陥（加工歪）、凹凸（段差）を生じることなく、効率よく研磨ができる
金属研磨盤、金属研磨盤の製造方法及び研磨方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　課題を解決するための本発明の結晶材料から成る被研磨物を研磨するための金属研磨盤
は、研磨盤面に互いに平行に形成された螺旋状又は同心円状の第１のＶ字溝及び第２のＶ
字溝と、第１のＶ字溝と第２のＶ字溝との間に画成された研磨面と、を含み、第１のＶ字
溝の縦断面の面積が第２のＶ字溝の縦断面の面積より大きく、第１のＶ字溝同士の間のピ
ッチと第２のＶ字溝同士の間のピッチが等しく、研磨面の表面粗さＲａが０．０５μｍな
いし２μｍの範囲にあり、研磨面の幅が２０μｍないし１２０μｍの範囲にある、ことを
特徴とする。
【００１７】
　さらに本発明に係る金属研磨盤は、研磨面が螺旋状又は同心円状の複数の微細溝を含む
ことを特徴とする。微細溝はさらに微細条痕を含み、すなわち研磨面がこれら微細溝と微
細条痕からなる微細な凹凸を有し所定の表面粗さを有することにより、平均粒径０．１μ
ｍ以下の微細な研磨砥粒であっても効率よく研磨面に保持することができる。
【００１８】
　本発明に係る金属研磨盤に形成された第１のＶ字溝の深さは０．５ｍｍないし２ｍｍの
範囲にあり、第２のＶ字溝の深さは０．０１ｍｍないし０．０５ｍｍの範囲にあることが
好ましい。また、第１のＶ字溝の開き角度が３０度ないし９０度の範囲にあり、前記第２
のＶ字溝の開き角度が２０度ないし９０度の範囲にあることが好ましい。さらに第１のＶ
字溝同士の間のピッチと第２のＶ字溝同士の間のピッチが等しく、そのピッチは１．０ｍ



(6) JP 2012-166326 A 2012.9.6

10

20

30

40

50

ｍないし５．０ｍｍの範囲にあることが好ましい。
【００１９】
　本発明の金属研磨盤が上記のような大小の第１、第２のＶ字溝と該大小のＶ字溝の間に
画成された所定の幅を有する研磨面とを有することにより、研磨盤面に研磨砥粒を含む研
磨液を十分に供給しながら研磨面に必要十分な研磨砥粒を効率良く供給し、被研磨面の浮
上（ハイドロプレーニング現象）や被研磨面と研磨面との吸着を生じさせることなく、高
い研磨荷重下で高精度の仕上げ研磨を行うことができる。第１のＶ字溝の開口角度の大小
や溝の深さは研磨面への砥粒の供給効率や研磨液や研磨屑の排出効率に影響を与えると考
えられる。また、第２のＶ字溝の開口角度や溝の深さはハイドロプレーニング現象の発生
、両側の研磨面への研磨粒子の供給に影響を与えると考えられる。
【００２０】
　また、本発明の金属研磨盤は軟質金属、たとえば錫（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、銅（Ｃｕ）
、純鉄（Ｆｅ）又はこれらを主成分とした合金から成ることが好ましい。
【００２１】
　結晶材料から成る被研磨物を研磨するための金属研磨盤の製造方法は、金属定盤に第１
の加工手段を押圧し該金属定盤を回転させ定盤面に回転軸を中心とする螺旋状又は同心円
状の微細溝を形成し該定盤面の表面粗さＲａを０．０５μｍないし２μｍの範囲に加工す
る工程と、金属定盤に第２の加工手段を押圧し該金属定盤を回転させ定盤面に回転軸を中
心とする螺旋状又は同心円状の第１のＶ字溝を形成し定盤面の第１のＶ字溝同士の間に所
定の幅の研磨面を含むようにランド部を画成する工程と、金属定盤に第３の加工手段を押
圧し該金属定盤を回転させランド部に第１のＶ字溝と平行な螺旋状又は同心円状の第２の
Ｖ字溝であって、該第２のＶ字溝同士の間のピッチが第１のＶ字溝同士の間のピッチに等
しい第２のＶ字溝を形成する工程と、を含み、第１のＶ字溝の縦断面の面積は第２のＶ字
溝の縦断面の面積と異なり、第１のＶ字溝と第２のＶ字溝との間に研磨面が画成され、研
磨面の所定の幅は２０μｍないし１２０μｍの範囲にある。
【００２２】
　本発明の金属研磨盤の製造方法において使用される第１～第３の加工手段は各々所定の
先端（刃先）形状を有する研削バイトであってよい。また、金属研磨盤の製造は研磨装置
上で行うことが望ましい。研磨盤の平行度や偏心の問題がなく、研磨装置に適合した金属
研磨盤を得ることができるためである。
【００２３】
　さらに本発明の結晶材料から成る被研磨物を研磨する方法は、研磨盤面に互いに平行に
形成された螺旋状又は同心円状の第１のＶ字溝及び第２のＶ字溝と、前記第１のＶ字溝と
前記第２の溝との間に画成された研磨面を含む金属研磨盤及び研磨液を使用する。本研磨
方法は、金属研磨盤及び保持部材に保持された被研磨物を各々回転させる工程と、回転す
る金属研磨盤に、平均粒径が０．１μｍ以下の研磨砥粒及び分散媒から成る研磨液を供給
しながら、保持部材の上から研磨荷重を加え被研磨物の被研磨面を研磨盤面に押し当てる
工程とを含む。第１のＶ字溝の縦断面積が第２のＶ字溝の縦断面積より大きく、第１のＶ
字溝同士の間のピッチと第２のＶ字溝同士の間のピッチは等しく、研磨面の表面粗さＲａ
は０．０５μｍないし２μｍの範囲にある。
【００２４】
　本発明の研磨方法においては微細な凹凸から成り所定の表面粗さを有する研磨面に被研
磨面が押圧されると、微細な砥粒が効率良く研磨面に捕捉され高い研磨速度で研磨を行う
ことができる。また研磨面を画成する第１及び第２のＶ字溝により、研磨液の流入、排出
とともに一定量の研磨液を保持して砥粒を均一に研磨面に供給することができるため、加
工量が一定な研磨を長時間行うことができる。このような本発明の研磨方法は、特に、次
世代半導体素子、ＬＥＤ用の硬質の単結晶材料又は複合セラミックス材料、磁気ハードデ
ィスクに使用される薄膜磁気ヘッドのような硬度の異なる複合材料から成る被研磨物の仕
上げ研磨に有効である。
【００２５】
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　本発明に係る研磨方法では、潤滑性の油性分散媒から成る研磨液が使用されることが好
ましい。油性分散媒は、合成イソパラフィン系炭化水素等から成るオイル及び水溶性のグ
リセリン、グリコール類、又は高級脂肪酸を含むものであってもよい。油性の分散媒は、
砥粒の表面に潤滑膜（油膜）を形成するため、スクラッチや欠陥（加工歪）の発生を防止
することができる。また、研磨液を被研磨面と研磨面の接触面に容易に流入させ、排出す
ることができるため液切れを起こすことなく、研磨効率を向上させることができる。
【００２６】
　さらに本発明の研磨方法において、研磨面の幅は２０μｍないし１２０μｍの範囲にあ
り、研磨荷重は１００ｋｇ／ｃｍ２以上、２０００ｋｇ／ｃｍ２以下の範囲にあることが
好ましい。第１及び第２のＶ字溝によって画成され、所定の幅をもつ研磨面に対し研磨砥
粒が継続的に均一に供給され、また高い研磨荷重をかけることができる。研磨荷重を高く
することにより、被研磨面の浮上を生じることなく、微細な砥粒が研磨面の微細な凹凸（
微細溝等）に捕捉され又は軟質金属から成る研磨面に砥粒の一部が刺さって保持される量
が増加し、これらが被研磨面に有効に作用して研磨効率を高める。
【００２７】
　また、研磨面の幅が所定に定められると、高い研磨荷重による被研磨面の浮上量の減少
により、被研磨面と研磨面との間の隙間が減少して、微細な砥粒が研磨に寄与せずに通過
してしまう割合が少なくなり、したがって研磨時間が短くなり、被研磨面へのスクラッチ
発生も少ないものとなる。
【００２８】
　本発明の研磨方法に使用される研磨粒子は、平均粒径が０．１μｍ以下であることが好
ましく、平均粒径が５０ｎｍ以下であることがより好ましい。砥粒には単結晶又は多結晶
ダイヤモンド、アルミナ、シリカ、炭化ケイ素等の硬質材料が使用されてよいが、特に、
ダイヤモンドが好ましい。
【発明の効果】
【００２９】
　上記のとおり、本発明にかかる金属から成る研磨盤の特徴的な溝の構成により、微細な
研磨砥粒を有効に保持し研磨面に供給し又は排出することができる。また、本発明にかか
る研磨盤の特徴的な研磨面の構成により、研磨荷重を従来よりも大幅に高めることができ
、研磨面に供給され捕捉・保持された微細な砥粒を被研磨面に有効に作用させることがで
きる。従って本発明の金属研磨盤及び研磨方法の実施により、研磨速度を促進し且つ研磨
盤の寿命を長く保ち、効率の高い研磨を継続的に行うことができるという効果がある。ま
た、硬質の単結晶基板や複合セラミックス材料等から成る被研磨物の表面にスクラッチや
表面欠陥（加工歪）、段差を生ずることなく、平坦且つ平滑な高精度の仕上げ研磨を行う
ことができるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】図１は本発明の金属研磨盤を含む研磨装置を模式的に示す図である。
【図２】図２（ａ）、（ｂ）は本発明の研磨盤面を模式的に示す図である。
【図３】図３は本発明の研磨盤面に形成された第１及び第２のＶ字溝と研磨面を模式的に
示す図である。
【図４】図４は図３のＡ部の拡大図であり、第２のＶ字溝と研磨面を模式的に示す図であ
る。
【図５】図５は図４のＢ部の拡大図であり、研磨面に含まれる微細溝及び微細条痕を模式
的に示す図である。
【図６】図６（ａ）～（ｃ）は本発明の研磨盤の製造工程で順次形成される（ａ）微細な
凹凸を有する表面（（ａ'）は（ａ）のＣ部の拡大図）、（ｂ）第１のＶ字溝、及び（ｃ
）第２のＶ字溝の各々の断面を模式的に示す図である。
【図７】図７は本発明の金属研磨盤の（ａ）実施例１及び（ｂ）実施例２の各々の断面を
模式的に示す図である。
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【図８】図８は（ａ）比較例１、（ｂ）比較例２及び（ｃ）比較例３の研磨盤の断面を模
式的に示す図である。
【図９】図９（ａ）～（ｃ）は本発明の研磨盤の製造に係る各研削バイトの先端の拡大写
真である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下、本発明の実施の形態について詳細に説明する。本発明の様々な特徴は、本発明の
限定を意図しない好適な実施例とともに説明される。図面は説明の目的で単純化され、尺
度も必ずしも一致しない。
【００３２】
　図１には本発明の金属研磨盤１１を含む研磨装置１０の主な構成が記載されている。研
磨装置１０に回転自在に設置された円形の研磨盤面２０を有する研磨盤１１が、回転軸１
６を中心に図示しないモータにより回転される。結晶材料からなる被研磨物１２が、ホル
ダー１３の研磨盤面２０と対向する面に着脱自在に接着されている。ホルダー１３は被研
磨物１２の被研磨面が研磨盤１１の表面に向き合うように研磨盤１１上に配置されるもの
で、ホルダー１３の中心部に加圧シャフト１４が設けられている。ホルダー１３には加圧
シャフト１４を介して図示されていない上部加圧機構により所定の荷重１５をかけること
ができる。この加圧シャフト１４は、図示されないモータによってホルダー１３を被研磨
物１２とともに加圧しながら回転させることができる。加圧シャフト１４を研磨盤１４の
半径方向に揺動可能にすると、被研磨物１３を回転させながら、揺動させることもできる
。研磨盤１１及びホルダー１３は互いに同一方向又は反対方向に回転でき、各々の回転速
度は異なるようにも設定できる。被研磨物品の中心部と外周部を均一に研磨するためには
、研磨盤と被研磨物とを同一方向に同一回転速度で回転することが好ましい。
【００３３】
　研磨液を供給するための供給ノズル１７が、図示されていない研磨液の供給装置に接続
され、一定量の研磨液１８が供給ノズル１７の先端から、研磨盤面２０に噴霧又は滴下さ
れる。噴霧又は滴下された研磨液１８は研磨盤１１の回転力と以下で説明する二種類の溝
により研磨盤面２０に広がり、研磨盤面２０全体に供給されることになる。
【００３４】
　研磨盤面２０には図２に示すような（ａ）螺旋状、又は（ｂ）同心円状の大小の第１、
第２のＶ字溝（２１、２２）及び研磨面（２３）が相互に平行な形成されている。図２で
は第２のＶ字溝２２と研磨面２３の境界は省略されている。
【００３５】
　図３～図５に本発明の研磨盤面に形成された大小のＶ字溝及び研磨面が示されている。
なお、ここでいうＶ字形の底部は必ずしも鋭角ではなく、円弧形状部ｒを含んでよいもの
である。
【００３６】
　図３に示す本発明に係る研磨盤１１は、第１のＶ字溝２１（Ｖ字の稜線が交わる部分に
形状部ｒ２を有する）の間にランド部（Ｖ字溝２１に対する凸部）を有し、該ランド部は
特徴的な第２のＶ字溝２２の両側に所定の幅を有する研磨面２３、２３を含む。第１、第
２の溝の縦断面の面積を比較すると第１のＶ字溝は第２のＶ字溝の約１６００倍～２５０
０倍程度の大きさがある。また、第２のＶ字溝は好適にランド部の中央に形成され、第１
のＶ字溝同士の間隔（ピッチ）と第２のＶ字溝同士の間隔（ピッチ）は等しい。
【００３７】
　図４は、図３のＡ部の拡大図であり、研磨面２３にはさらに微細な溝が形成されている
ことを示している。
【００３８】
　図５は、図４のＢ部の拡大図であり、研磨面２３の微視的な形状を模式的に示している
。図５に示されているとおり、研磨面２３は断面が円弧状の複数の微細溝２４から成り、
微細溝２４はさらに微細条痕２５（凹凸は図５では省略されている）を有する。水平な研
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磨盤面に対する微細溝２４の深さは０．５μｍ～２μｍの範囲にあり、微細溝２４に沿っ
た面の平均表面粗さＲａは０．０５μｍ～０．１μｍの範囲にある。このような微細溝２
４及び微細条痕２５により、研磨面２３の平均表面粗さＲａは０．０５μｍ～２μｍの範
囲にある。これら微細溝２４及び条痕２５もまた好適に第１のＶ字溝及び第２のＶ字溝に
平行に形成されているものである。
【００３９】
　研磨盤１１は軟質金属から成り、軟質金属としては錫（Ｓｎ）、鉛（Ｐｂ）、銅（Ｃｕ
）、純鉄（Ｆｅ）及びこれらの合金を例示できるが、特にこれらの内で錫又はその合金が
、微細砥粒が上記のような微細な凹凸を有する研磨面に捕捉されやすいため好ましい。
【００４０】
　図６の（ａ）～（ｃ）には、本発明に係る研磨盤１１の製造工程で順次形成される表面
Ｓ、第１のＶ字溝２１、第２のＶ字溝２２及び研磨面２３各々の断面が模式的に示されて
いる。
【００４１】
　本発明の研磨盤の製造工程においては、まず定盤（研磨盤１１）の上面が平坦に加工さ
れるとともに所定の微細な凹凸が形成される。図６（ａ）及び（ａ'）に加工された表面
Ｓが示されている。表面Ｓを形成するため加工手段として、刃先が超鋼材又は刃先にダイ
ヤモンドを含む研削バイトを使用することができる。平坦化加工は、研磨装置１０上で回
転する定盤（研磨盤１１）に研削バイトを一定の圧力で押圧し、内周から外周に向かって
一定速度で移動させ、定盤（研磨盤１１）の表面全体に対して一定の深さでもって削り取
るように行われる。研削バイトの先端形状部ｒ１（図６（ａ'）及び図９（ａ））により
螺旋状の微細溝２４、及び研削バイト先端の表面粗さに対応して微細条痕２５が形成され
、微細な凹凸を有する表面Ｓが得られる。
【００４２】
　定盤（研磨盤１１）の表面Ｓを得る加工のために、例えば図９（ａ）のような先端（刃
先）形状を有するダイヤモンドバイトが使用される。このダイヤモンドバイトの先端（刃
先）の円弧形状部ｒ１を含む円の半径は０．３ｍｍであり、刃先の表面粗さＲａは０．０
５μｍ～０．１μｍである。このダイヤモンドバイトを使用して、深さが０．５μｍ～２
μｍの範囲且つ３０μｍ～８０μｍの範囲から選択されたピッチにおいて螺旋状の微細な
溝を形成することにより、微細溝２４及び微細条痕２５を含み所定の表面粗さを有する表
面Ｓが得られる。微細溝２４及び微細条痕２５は、微細な研磨砥粒を効率よく研磨面に捕
捉できるという効果を奏するものである。
【００４３】
　具体的には、先端形状部ｒ１を含む円の半径が０．３ミリであり刃先の稜線の開き角度
が９０度であるダイヤモンドバイトを研磨装置に取り付け、削り込み深さが０．４５μｍ
となるように、研磨盤の回転数を３００ｒｐｍ、研削バイトの送り速度を１０ｍｍ／ｍｉ
ｎとして研磨盤１１の内周から外周に向かって移動させて加工を行った場合、平均深さ約
０．４μｍ、ピッチ約３０μｍの微細溝２４が形成されるとともに、微細溝２４に沿った
面に表面粗さＲａが約０．１μｍの微細条痕２５が形成された。
【００４４】
　表面Ｓの表面粗さＲａは、０．０５μｍ～２μｍの範囲にあることが好ましい。表面Ｓ
の表面粗さＲａが０．０５μｍ未満であると、研磨盤の表面に砥粒の捕捉作用がなくなり
研磨効率が急激に低下してしまう。さらに、研磨時間が経過すると研磨盤と被研磨物品の
表面が吸着し、被研磨物（及びホルダー）の回転が停止し、研磨ができなくなる。場合に
よっては、研磨盤の溝が削り取られ、被研磨物が破損してしまうことがある。一方表面粗
さＲａが２μｍを越えると、砥粒の接触作用が低下し研磨効率が低下する。
【００４５】
　図６（ｂ）には、表面Ｓが得られた研磨盤面に第１のＶ字溝２１が形成されている定盤
（研磨盤１１）の一部断面が示されている。第１のＶ字溝２１は開口角度と、溝ピッチと
、溝の深さにより特定することができる。開口角度（符号θ１）は３０°～９０°の範囲
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が望ましい。θ１が、３０°未満であると、研磨面（ランド部）への砥粒の供給効率が低
下し、９０°を超えると研磨盤全体の研磨面積が少なくなり、研磨効率が低下する。溝ピ
ッチＰは１ｍｍ～５ｍｍの範囲が望ましい。Ｐが、１ｍｍ未満であると、被研磨物の浮上
量が増加し、研磨効率が低下し、５ｍｍを超えると、研磨盤全体の研磨面積が少なくなり
、研磨効率が低下する。深さＤは０．５ｍｍ～２．０ｍｍの範囲が望ましい。Ｄが、０．
５ｍｍ未満であると、不要な砥粒や研磨屑の排出が悪くなり、スクラッチが発生しやすく
なり、２ｍｍを超えると砥粒の流入効率が悪くなり、研磨に寄与しない砥粒が増加して砥
粒の損失が多くなり、経済的でない。第１のＶ字溝２１は研磨液が流入し排出される流路
になるとともに第１のＶ字溝に対し凸部であるランド部を画成する。第１のＶ字溝２１の
研磨盤面（水平面）における開口幅はそのピッチに比較してランド部の幅Ｓ１分だけ小さ
い。Ｓ１の幅は次の工程で研磨面が所定の幅となるように、調整されるものである。Ｓ１
の幅は８０μｍ～２８０μｍであることが好ましい。
【００４６】
　具体的には第１のＶ字溝の先端形状部ｒ２を含む円の半径は０．６ｍｍで、刃先の稜線
の開き角度（Ｖ字溝の開口角度θ１）が６０度である図９（ｂ）のような先端形状を有す
るダイヤモンドバイトを使用することにより形成される。この研削バイトを研磨装置に取
り付け、表面Ｓの加工時と同じ回転数、送り速度で、削り込み深さＤを１．６３ｍｍ、溝
ピッチＰを２．００ｍｍとして第１のＶ字溝が形成され、約０．１２ｍｍの幅Ｓ１を有す
るランド部が得られた。
【００４７】
　図６（ｃ）には、第２のＶ字溝２２及び研磨面２３が形成された本発明の研磨盤１１の
一部断面が模式的に示されている。第２のＶ字溝２２は、第１のＶ字溝２１によって画成
されたランド部の中央に前記第１のＶ字溝と平行に同じピッチにおいて形成されている。
その結果、所定の開口角度θ２と所定の深さｄを有する第２のＶ字溝により、ランド部に
所定の幅Ｓ２を有する研磨面２３が第２の溝２２の両側に画成された。θ２は２０°～９
０°の範囲が望ましい。θ２が、２０°未満であると、研削バイトの製作が困難となり、
また研削バイトの寿命が短くなり、９０°を超えるとＶ字溝が浅くなり、被研磨物の浮上
が発生し、研磨効率が低下する。深さｄは０．０１ｍｍ～０．０５ｍｍの範囲が望ましい
。ｄが、０．０１ｍｍ未満であると、研磨中のハイドロプレーン効果が大きくなり、研磨
効率が低下し、０．０５ｍｍを超えると砥粒の供給効率が悪くなり、吸着が生じて連続的
な研磨が困難となる。
【００４８】
　研磨面２３の幅Ｓ２は各々２０μｍ～１２０μｍの範囲にあることが好ましい。Ｓ２が
２０μｍ未満であると、砥粒の捕捉面積が狭くなるため、研磨力が低下してしまう。また
、１２０μｍを超えると研磨液の流入量が減少するため研磨力が低下し、研磨盤と被研磨
物の接触面で断続的な吸着が発生し、均一な研磨ができない。画成された研磨面は、所定
の幅を有し、さらに表面Ｓの好適な表面粗さＲａにより、微細な研磨砥粒を効率よく捕捉
するよう作用する。
【００４９】
　具体的には第２のＶ字溝は、先端が尖った（先端にＲのほとんどない）、刃先の稜線の
開き角度（第２のＶ字溝の開口角度θ２）が９０度である図９（ｃ）のような先端形状部
を有するダイヤモンドバイトを使用することにより形成される。研削バイトを前工程と同
様に研磨装置に設定し、削り込み深さを０．０２ｍｍとし、ランド部の中央に研削バイト
の先端が位置するよう位置決めして第２のＶ字溝が形成された。このとき画成された研磨
面２３の幅は各々４０μｍであった。なお、第１のＶ字溝２１と第２のＶ字溝２２の加工
の順序は逆でもよい。
【００５０】
　以上のとおり本発明の研磨盤は大小の第１のＶ字溝及び第２のＶ字溝を有し、螺旋状又
は同心円状の第１のＶ字溝によりランド部が画成され、このランド部に第１のＶ字溝に平
行に第２のＶ字溝が形成され、第１のＶ字溝及び第２のＶ字溝の間に所定の表面粗さと幅
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を持つ研磨面が画成されるものである。ランド部に形成される第２のＶ字溝は、ランド部
の中央に第１のＶ字溝と同じピッチにおいて形成されることが好ましいが、研磨液の流入
量を妨げない範囲であれば、ランド部に複数本形成され、その本数によりピッチが調節さ
れてもよい。
【００５１】
　本発明の研磨盤１１とともに仕上げ研磨のために使用される研磨液は、微細な砥粒およ
び砥粒を分散させる分散媒からなる。
【００５２】
　砥粒としては、本発明の研磨盤とともに仕上げ研磨に使用するために、単結晶又は多結
晶ダイヤモンド、アルミナ、シリカ、炭化ケイ素等の硬質材料から成る砥粒が好ましく、
特に硬度が高く化学的に安定なダイヤモンド粒子が好ましい。砥粒の平均粒径は０．１μ
ｍ以下が好ましく、５０ｎｍ以下のものがより好適である。
【００５３】
　分散媒としては、特に限定するものではないが、潤滑性のある油性分散媒が好ましい。
例えば分散媒として、主成分が合成イソパラフィン系炭化水素からなり、これに非イオン
界面活性剤を加えたもの、又は適度の粘性がある水溶性のグリセリン、グリコール類、高
級脂肪酸を使用することができる。
【００５４】
　油性の分散媒は、砥粒の表面に潤滑膜（油膜）を形成するため、スクラッチや欠陥の発
生を防止することができる。また、研磨液を被研磨物と研磨盤の接触面に容易に流入、排
出できるため、液切れを起こすことなく研磨効率を向上させる。
【００５５】
　油性分散媒としては、砥粒との親和性がよく、分散が容易である分散媒が好ましい。さ
らに、化学的な作用の小さいものが好ましい。これは、分散媒の化学的な作用が強いこと
によって結晶基板の表面に不要なエッチピットが形成されることを防ぎ、また金属研磨盤
の上面に形成された溝が腐食されることを防止するためである。
【００５６】
　上記のような研磨砥粒及び分散媒から成る研磨液とともに本発明の研磨盤１１を使用し
て研磨を行う。まず、金属研磨盤及び保持部材に保持された被研磨物を各々回転させる。
次に、回転する金属研磨盤面に研磨液を供給しながら、保持部材の上から研磨荷重を加え
被研磨物の被研磨面を押し当てる。研磨中、第１のＶ字溝は、研磨液の流路となり、微細
なダイヤモンド粒子等の研磨砥粒が潤滑液（オイル）に分散されてなる研磨液が容易に研
磨面へ流入し、そこから排出される。さらに、第２のＶ字溝は研磨液の液溜りとして作用
する（研磨液を滞留させる）。第１及び第２のＶ字溝の働きにより、一定量の研磨液が均
一に研磨面に供給され、滞留し、そして排出されることになる。そして、研磨液が微細溝
及び微細な条痕から成る研磨面を横切る時に研磨が行われ、微細粒子からなる砥粒でも切
り刃として効率良く被研磨物に接触する。こうして加工効率の高い仕上げ研磨ができる。
【００５７】
　本発明の軟質金属から成る研磨盤を使用することから、研磨液の砥粒が研磨面を横切る
際に仮に必要以上の力が加わった場合でも、砥粒の一部が軟質金属に刺さることによって
スクラッチが発生しにくい。
【００５８】
　本発明の錫（Ｓｎ）等の軟質金属からなる金属研磨盤は、上記のような特徴的な第１及
び第２のＶ字溝と研磨面とを有する構成により、研磨面に微細な砥粒を供給、蓄積しなが
ら研磨液が効率よく研磨面を横切るため、高精度な研磨を高い研磨速度で行うことができ
る。すなわち、本発明の軟質金属の研磨盤の研磨面は、高い荷重下でも被研磨物との吸着
が生じることなく、且つその表面の微細な凹凸に砥粒を効率的に捕捉して結晶材料から成
る被研磨物に対する有効な刃物面となる。
【００５９】
　さらに本発明に係る金属研磨盤は、研磨面に研磨砥粒を積極的に埋め込み固定する必要



(12) JP 2012-166326 A 2012.9.6

10

20

30

40

50

がないため、長時間高い研磨速度を保つことができる。本発明の研磨盤１１と研磨砥粒を
含む油性研磨液を用いた研磨において、研磨盤１１は１００時間以上の使用後でも研磨力
の低下が見られなかった。また、正常の研磨においては、軟質金属で形成された研磨盤に
磨耗がほとんど発生していないことが確認された。
【００６０】
　本発明に係る研磨盤及び比較例の研磨盤を各々使用した仕上げ研磨試験が以下のように
行われた。
【００６１】
　研磨試験の被研磨物としては、スピネル型結晶ＭｇＯ－Ａｌ２Ｏ３の結晶基板が使用さ
れた。基板は２インチ、基板の厚みは１．２ｍｍであった。
【００６２】
　仕上げ研磨を行う前に、エッジ面取り加工、粗研磨、及び中仕上げ研磨が行われた。こ
の加工及び研磨は、結晶基板のエッジ部の突起やチッピングを予め除去し、以後の工程に
悪影響を与えないためのものである。
【００６３】
　エッジ面取り加工は、研磨テープ方式で行われた。初めに＃６００（砥粒の平均粒径：
３０μｍ）、次に＃２０００（砥粒平均粒径：９μｍ）のダイヤモンド研磨テープを使用
して加工が行われた。
【００６４】
　粗研磨工程には、ＳＰＬ－１５Ｆ研磨装置（（株）岡本工作機械製作所製）が使用され
た。表面に溝を有する錫定盤が研磨盤として使用され、溝は研磨盤の回転軸を中心とする
螺旋状の溝であり、その断面形状はＶ字形であった。Ｖ字の開口角度は６０度、溝のピッ
チは２．０ｍｍ、溝の深さは０．８ｍｍであった。
【００６５】
　粗研磨工程の使用された研磨液は、平均粒径３μｍの多結晶ダイヤモンド粒子を油性分
散媒に分散させた油性の研磨スラリーであった。研磨液の組成を表１に示す。
【００６６】
【表１】

【００６７】
　中仕上げ研磨工程には、粗研磨工程と同じ研磨装置及び研磨盤が使用された。研磨液と
して、平均粒径が１／４μｍの多結晶ダイヤモンド粒子が使用された他は表１のものと同
じものが使用された。上記粗研磨、中仕上げ研磨の工程では、少なくとも前工程の研磨痕
が消えるまで研磨が行われ、中仕上げ研磨後の結晶基板の平均表面粗さＲａは、約０．０
１μｍであった。この結晶基板が仕上げ研磨試験の被研磨物とされた。
【００６８】
　研磨盤面の平坦化加工は、以下に詳述する本発明の実施例１、２、及び比較例１～３に
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おいて各々同じ条件で行われた。研磨装置には粗研磨及び中仕上げ研磨工程と同様にＳＰ
Ｌ－１５Ｆ（（株）岡本工作機械製作所製）が使用された。研磨盤として直径１５インチ
の錫の定盤が使用され、平坦化加工には開き角度９０度、先端部の円弧形状部ｒ１を含む
円の半径が０．３ｍｍのダイヤモンド研削バイト（図９（ａ））が使用された。この研削
バイトを研磨盤面に押圧し、研磨装置上で研磨盤を回転させながら内周から外周に向かっ
て一定速度で送った。この平坦化加工において、微細（螺旋）溝２４が形成された。この
溝は断面が円弧状で、微細溝２４の深さは０．４５μｍ、ピッチは３３μｍ、平坦化加工
された研磨盤面の平均表面粗さＲａは約１μｍであった。以上のような表面を有する研磨
盤をさらに加工して、以下の実施例及び比較例の仕上げ研磨試験を行い、被研磨面の表面
粗さ（Ｒａ、Ｒｍａｘ）とスクラッチの有無、研磨速度について比較を行った。
【００６９】
　実施例１
　実施例１の研磨盤の断面が図７（ａ）に模式的に示されている。第１のＶ字溝の開口角
度θ１は６０度、溝の深さＤは１．６３ｍｍであった。また、第２のＶ字溝の開口角度θ
２は９０度、溝の深さｄは２０μｍであった。第１のＶ字溝及び第２のＶ字溝のピッチＰ
１はいずれも２．０ｍｍであった。ランド部の幅Ｓ１は１２０μｍ、研磨面２３の幅Ｓ２
は４０μｍであった。
【００７０】
　実施例１の研磨盤の製造工程においては、平坦化加工された研磨盤にまず第１のＶ字溝
２１が形成された。第１のＶ字溝２１の形成に使用されたダイヤモンド研削バイトは図９
（ｂ）に先端の拡大写真が示されているものであり、先端の円弧形状部ｒ２を含む円の半
径は０．５ｍｍであった。この研削バイトを研磨装置の研磨盤に押圧するように取り付け
、研磨盤の回転速度を６０ｒｐｍ、研削バイトの送り速度を１２０ｍｍ／ｍｉｎとして第
１のＶ字溝が形成された。
【００７１】
　続いて第２のＶ字溝２２が形成された。第２のＶ字溝２２の形成に使用されたダイヤモ
ンド研削バイトの先端形状は図９（ｃ）に示されているものである。研磨盤の回転速度及
び研削バイトの送り速度は、第１のＶ字溝と同じであった。なお、実施例、比較例のいず
れの図においても、研磨面の微細な凹凸の記載は省略されている。
【００７２】
　実施例２
　図７（ｂ）に本発明にかかる実施例２の研磨盤の断面が模式的に示されている。実施例
２の研磨盤では、研磨面２３の幅Ｓ３を１２０μｍとし、第１のＶ字溝のピッチＰ２を２
．１６ｍｍとしたほか、第１及び第２のＶ字溝の開口角度（θ１、θ２）、溝の深さ（Ｄ
、ｄ）は同じであった。
【００７３】
　比較例１
　図８（ａ）比較例１の研磨盤が示されている。比較例１の研磨盤は第２のＶ字溝を有さ
ないものである。第１のＶ字溝２１の開口角度θ１、深さＤは実施例１及び２と同じであ
る。研磨面２３の幅Ｓ２は４０μｍであった。第１のＶ字溝のピッチＰ３は、１．９２ｍ
ｍであった。
【００７４】
　比較例２
　図８（ｂ）に比較例２の研磨盤が示されている。比較例２の研磨盤もまた第２のＶ字溝
を有さず、実施例１のランド部がそのまま研磨面とされたものである。研磨面の幅Ｓ１は
１２０μｍ、ピッチＰ１は２．０ｍｍであった。
【００７５】
　比較例３
　図８（ｃ）に比較例３の研磨盤が示されている。比較例３の研磨盤は、第１のＶ字溝が
なく、実施例１及び２と同じ開き角度θ２、深さｄを有する第２のＶ字溝のみが形成され
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たものである。第２のＶ字溝のピッチＰ４は８０μｍであった。
【００７６】
　以上の実施例及び比較例の研磨盤を使用して仕上げ研磨試験が行われた。仕上げ研磨試
験に使用された研磨装置はこれまでと同様にＳＰＬ－１５Ｆ（（株）岡本工作機械製作所
製）であった。
【００７７】
　研磨液としては平均粒径３０ｎｍのナノダイヤモンドと油性分散媒から成るものを使用
した。研磨液の組成は以下の表２のとおりである。
【００７８】
【表２】

【００７９】
　仕上げ研磨試験の研磨条件は以下の表３の通りであった。
【００８０】

【表３】
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【００８１】
　仕上げ研磨試験において、研磨盤の回転方向とワークホルダーの回転方向は、同一とさ
れた。結晶基板は研磨後、パラフィン系炭化水素によって付着している研磨屑や残留砥粒
を洗い流され、さらにアルコール類で超音波洗浄された。
【００８２】
　実施例１、２及び比較例１ないし３の仕上げ研磨試験の結果は以下の表４のとおりであ
る。
【００８３】
【表４】

【００８４】
　表４において、ウェーハ表面（被研磨面）の表面粗さ（平均表面粗さＲａ、最大表面粗
さＲmax）は、表面粗さ測定装置（ＮｅｗＶｉｅｗ５０００：Ｚｙｇｏ社製）により測定
された。スクラッチの評価は、光学顕微鏡（DIGITAL MICRO SCOPE, VHX-500：KEYENCE社
製）を使用し倍率１０００倍で観察することにより行われ、スクラッチが観測されないも
のはスクラッチ無し、スクラッチが観測されたものはスクラッチ有りとされた。研磨時間
は、仕上げ研磨前の研磨傷が消えるまでの時間を示す。
【００８５】
　表４に示されているとおり、実施例１及び２は、比較例１ないし３と比較して平均表面
粗さ（Ｒａ）が０．５ｎｍ以下で、最大表面粗さ（Ｒmax）が小さく、スクラッチも観察
されない良好な研磨面が得られた。また、実施例１及び２では、研磨盤の寿命は１００時
間以上の研磨にも耐え得るものであった。
【００８６】
　これに対して、比較例１は、研磨中に研磨盤とウェーハが吸着し、ウェーハの回転が断
続的に停止し、長時間に渡って継続的に安定研磨ができずスクラッチが増加した。比較例
２は、ウェーハが浮上し、ハイドロプレーニング現象が起こり、長時間（６時間以上）の
研磨を要した。また、比較例３は６時間以上の研磨時間でも、初期の研磨傷が除去されず
、研磨屑の排出が悪いため、微細なスクラッチが増加した。
【００８７】
　本発明の思想及び態様から離れることなく多くのさまざまな修正が可能であることは当
業者の知るところである。したがって、言うまでもなく、本発明の態様は例示に過ぎず、
本発明の範囲を限定するものではない。
【符号の説明】
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【００８８】
１０　　研磨装置
１１　　金属研磨盤
１２　　被研磨物
１３　　ホルダー
１４　　シャフト
１５　　荷重
１６　　回転軸
１７　　ノズル
１８　　研磨液
２０　　研磨盤面
２１　　第１のＶ字溝
２２　　第２のＶ字溝
２３　　研磨面
２４　　微細溝
２５　　微細条痕

【図１】 【図２】



(17) JP 2012-166326 A 2012.9.6

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】
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【図９】
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